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○
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
二
十
日
総
理
府
令
第
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
の
確
認
申
請
等
）

（
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
の
確
認
申
請
等
）

第
十
七
条
の
五

公
職
の
候
補
者
（
前
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。

第
十
七
条
の
五

公
職
の
候
補
者
（
前
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。

次
条
及
び
第
十
七
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
令
第
百
九
条
の

次
条
及
び
第
十
七
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
令
第
百
九
条
の

四
第
二
項
第
二
号
ロ
、
第
百
九
条
の
七
第
二
項
（
令
第
百
九
条
の
八
に
お
い

四
第
二
項
第
二
号
ロ
、
第
百
九
条
の
七
第
二
項
（
令
第
百
九
条
の
八
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

第
百
十
条
の
二
第
二
項
（
令
第
百
十
条
の
三
及
び
第
百
二
十
五
条
の
三
に
お

第
百
十
条
の
二
第
二
項
（
令
第
百
十
条
の
三
及
び
第
百
二
十
五
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
第
百
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
第
百
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院

に
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会

同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院

合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
対
し
確
認
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

）
に
対
し
確
認
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
確
認
申
請
書
は
、
別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
に
準
じ

２

前
項
に
規
定
す
る
確
認
申
請
書
は
、
別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
に
準
じ

て
作
成
し
、
同
項
の
確
認
は
、
別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
五
に
準
じ
て
調
製

て
作
成
し
、
同
項
の
確
認
は
、
別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
五
に
準
じ
て
調
製

す
る
確
認
書
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
確
認
書
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
聞
広
告
）

（
新
聞
広
告
）

第
十
九
条
（
略
）

第
十
九
条
（
略
）

２
～
５
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
、
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県

６

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
、
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
都
道
府
県

知
事
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
新
聞
広
告

知
事
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
新
聞
広
告

は
、
こ
れ
を
掲
載
し
よ
う
と
す
る
新
聞
紙
に
主
と
し
て
そ
の
発
行
区
域
の
一

は
、
こ
れ
を
掲
載
し
よ
う
と
す
る
新
聞
紙
に
主
と
し
て
そ
の
発
行
区
域
の
一

012446
テキストボックス
別紙２



- 2 -

部
に
関
す
る
記
事
を
掲
載
す
る
紙
面
の
設
け
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
発
行
区

部
に
関
す
る
記
事
を
掲
載
す
る
紙
面
の
設
け
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
発
行
区

域
の
一
部
が
当
該
選
挙
の
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
選
挙
の
行
わ
れ

域
の
一
部
が
当
該
選
挙
の
選
挙
区
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
選
挙
の
行
わ
れ

る
区
域
）
の
属
す
る
都
道
府
県
（
候
補
者
届
出
政
党
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
届

る
区
域
）
の
属
す
る
都
道
府
県
（
候
補
者
届
出
政
党
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
届

け
出
た
候
補
者
に
係
る
選
挙
区
を
包
括
す
る
都
道
府
県
）
の
全
部
の
区
域
（

け
出
た
候
補
者
に
係
る
選
挙
区
を
包
括
す
る
都
道
府
県
）
の
全
部
の
区
域

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
都
道
府

県
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
都
道
府
県
の
全
部
の
区
域
）
を
包
含
し
て
い
る
場

を
包
含
し
て
い
る
場

合
に
は
、
全
国
又
は
そ
の
発
行
区
域
の
全
部
に
わ
た
る
記
事
を
掲
載
す
る
紙

合
に
は
、
全
国
又
は
そ
の
発
行
区
域
の
全
部
に
わ
た
る
記
事
を
掲
載
す
る
紙

面
に
は
、
こ
れ
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

面
に
は
、
こ
れ
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

１１

１１

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

係
る
選
挙
公
報
）

係
る
選
挙
公
報
）

第
二
十
一
条

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
に
係

第
二
十
一
条

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
に
係

る
法
第
百
六
十
九
条
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
寸
法
は

る
法
第
百
六
十
九
条
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
寸
法
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
の

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

一
～
四
（
略
）

一
～
四
（
略
）

２

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
に
係
る
法
第
百

２

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
に
係
る
法
第
百

六
十
九
条
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
寸
法
は
、
次
の
各

六
十
九
条
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
寸
法
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

号
に
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

一
～
四
（
略
）

一
～
四
（
略
）

第
十
四
号
様
式

第
十
四
号
様
式

そ
の
一

そ
の
一

（
略
）

（
略
）

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
（
選
挙
長
・
選
挙
分
会
長
）
氏
名
あ
て

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
（
選
挙
長

）
氏
名
あ
て

そ
の
二

そ
の
二
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（
略
）

（
略
）

第
二
十
七
号
様
式

第
二
十
七
号
様
式

そ
の
四

そ
の
四

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

１

こ
の
様
式
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

１

こ
の
様
式
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

以
外
の
選
挙
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

以
外
の
選
挙
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

２

当
選
人
及
び
そ
の
他
の
候
補
者
の
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一

２

当
選
人
及
び
そ
の
他
の
候
補
者
の
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一

の
備
考
３
に
準
ず
る
。

の
備
考
３
に
準
ず
る
。

３

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
分
会
録
は
、
こ
の
様
式
に
準
じ
て
選

挙
分
会
長
が
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

４

こ
の
様
式
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
緊
要
と
認
め
る
事
項
の
記
載
に
つ

３

こ
の
様
式
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
緊
要
と
認
め
る
事
項
の
記
載
に
つ

い
て
は
、
そ
の
一
の
備
考
４
に
準
ず
る
。

い
て
は
、
そ
の
一
の
備
考
４
に
準
ず
る
。

そ
の
九

そ
の
九

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

１

こ
の
様
式
は
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
無
投
票
当
選
の

１

こ
の
様
式
は
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
無
投
票
当
選
の

場
合
の
様
式
で
あ
る
。

場
合
の
様
式
で
あ
る
。

２

無
投
票
当
選
の
事
由
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
で
当
選
の
決
定

２

無
投
票
当
選
の
事
由
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
で
当
選
の
決
定

を
受
け
な
か
つ
た
も
の
に
関
す
る
事
由
は
、
明
確
に
記
載
す
る
も
の
と
す

を
受
け
な
か
つ
た
も
の
に
関
す
る
事
由
は
、
明
確
に
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

３

衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
の
備
考
３
に

３

衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
の
備
考
３
に

準
ず
る
。

準
ず
る
。

４

当
選
人
を
決
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
に
つ

４

当
選
人
を
決
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
に
つ

い
て
は
、
添
付
書
類
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

い
て
は
、
添
付
書
類
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

５

選
挙
分
会
録
は
、
こ
の
様
式
に
準
じ
て
選
挙
分
会
長
が
調
製
す
る
も
の
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と
す
る
。

５

こ
の
様
式
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
緊
要
と
認
め
る
事
項
の
記
載
に
つ

６

こ
の
様
式
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
緊
要
と
認
め
る
事
項
の
記
載
に
つ

い
て
は
、
そ
の
一
の
備
考
４
に
準
ず
る
。

い
て
は
、
そ
の
一
の
備
考
４
に
準
ず
る
。

（
添
付
書
類
）

（
添
付
書
類
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
八
号
様
式

第
二
十
八
号
様
式

（
略
）

（
略
）

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

中

央

選

挙

管

理

会

中

央

選

挙

管

理

会

委
員
長

委
員
長

何

選
挙
管
理
委
員
会

都
道
府
県
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
選
挙
管
理
委
員
会

氏

名

印

氏

名

印

（
略
）

（
略
）

第
二
十
八
号
様
式
の
六

第
二
十
八
号
様
式
の
六

そ
の
一

そ
の
一

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

１
～
５
（
略
）

１
～
５
（
略
）

６

同
一
の
日
に
お
い
て
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
運
送
契

６

同
一
の
日
に
お
い
て
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
運
送
契

約
又
は
そ
れ
以
外
の
契
約
に
よ
り
２
台
以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

約
又
は
そ
れ
以
外
の
契
約
に
よ
り
２
台
以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
３
台
以
上
）
の
選

員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
３
台
以
上
）
の
選

挙
運
動
用
自
動
車
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る

挙
運
動
用
自
動
車
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る

の
は
候
補
者
の
指
定
す
る
１
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又

の
は
候
補
者
の
指
定
す
る
１
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
２
台
）
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
の

に
あ
つ
て
は
２
台
）
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
の
指
定
を
し
た
１
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は

で
、
そ
の
指
定
を
し
た
１
台
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
２
台
。
各
証
明
書
１
枚
に
つ
き
１

に
あ
つ
て
は
２
台
。
各
証
明
書
１
枚
に
つ
き
１

台
）
の
み
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

台
）
の
み
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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７
（
略
）

７
（
略
）

そ
の
三

そ
の
三

備
考

備
考

１
～
５
（
略
）

１
～
５
（
略
）

６

同
一
の
日
に
お
い
て
２
人
以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

６

同
一
の
日
に
お
い
て
２
人
以
上
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
選
挙
運
動
用
自
動
車
１
台
に

に
あ
つ
て
は
選
挙
運
動
用
自
動
車
１
台
に

つ
き
１
人
ま
で
と
し
、
合
計
３
人
以
上
）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転

つ
き
１
人
ま
で
と
し
、
合
計
３
人
以
上
）
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転

手
が
雇
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
の
は
候
補
者
の

手
が
雇
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
の
は
候
補
者
の

指
定
す
る
１
人
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同

指
定
す
る
１
人
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
選
挙
運
動
用
自
動
車
１
台
に
つ
き
１
人
ま
で
と

に
あ
つ
て
は
選
挙
運
動
用
自
動
車
１
台
に
つ
き
１
人
ま
で
と

し
、
合
計
２
人
）
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
指
定
し
た
１
人
（
参

し
、
合
計
２
人
）
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
指
定
し
た
１
人
（
参

議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ

議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ

て
は
２
人
。
各
証
明
書
１
枚
に
つ
き
１
人
）
の
み
に
つ
い
て
記
載
し
て
く

て
は
２
人
。
各
証
明
書
１
枚
に
つ
き
１
人
）
の
み
に
つ
い
て
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

だ
さ
い
。

７
（
略
）

７
（
略
）

第
二
十
八
号
様
式
の
七

第
二
十
八
号
様
式
の
七

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

１
～
３
（
略
）

１
～
３
（
略
）

４

１
人
の
候
補
者
を
通
じ
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
枚
数
及
び
そ
れ
ぞ

４

１
人
の
候
補
者
を
通
じ
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
枚
数
及
び
そ
れ
ぞ

れ
の
契
約
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

れ
の
契
約
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

枚
数

枚
数

（１）

（１）

イ

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

３
５
，
０
０
０
枚

イ

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

３
５
，
０
０
０
枚

ロ

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

３
５
，
０
０
０
枚
＋
２
，

ロ

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

３
５
，
０
０
０
枚
＋
２
，

５
０
０
枚
×
（
当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出

５
０
０
枚
×
（
当
該
都
道
府
県
内

の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出

議
員
の
選
挙
区
の
数
－
１
）

議
員
の
選
挙
区
の
数
－
１
）
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ハ

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

１
５
０
，
０
０
０
枚

ハ

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

１
５
０
，
０
０
０
枚

（
略
）

（
略
）

（２）

（２）

第
二
十
八
号
様
式
の
八

第
二
十
八
号
様
式
の
八

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

１
～
３
（
略
）

１
～
３
（
略
）

４

１
人
の
候
補
者
を
通
じ
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
枚
数
及
び
そ
れ
ぞ

４

１
人
の
候
補
者
を
通
じ
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
枚
数
及
び
そ
れ
ぞ

れ
の
契
約
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

れ
の
契
約
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

枚
数

枚
数

（１）

（１）

イ

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

７
０
，
０
０
０
枚

イ

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

７
０
，
０
０
０
枚

ロ

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

１
０
０
，
０
０
０
枚
＋
１

ロ

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

１
０
０
，
０
０
０
枚
＋
１

５
，
０
０
０
枚
×
（
当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区

５
，
０
０
０
枚
×
（
当
該
都
道
府
県
内

の
衆
議
院
小
選
挙
区

選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
－
１
）
た
だ
し
、
３
０
０
，
０
０
０
枚

選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
－
１
）
た
だ
し
、
３
０
０
，
０
０
０
枚

を
超
え
る
場
合
に
は
３
０
０
，
０
０
０
枚

を
超
え
る
場
合
に
は
３
０
０
，
０
０
０
枚

ハ

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

２
５
０
，
０
０
０
枚

ハ

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

２
５
０
，
０
０
０
枚

（
略
）

（
略
）

（２）

（２）

第
二
十
八
号
様
式
の
九

第
二
十
八
号
様
式
の
九

そ
の
二

そ
の
二

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

１
～
３
（
略
）

１
～
３
（
略
）

４

１
人
の
候
補
者
を
通
じ
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ

４

１
人
の
候
補
者
を
通
じ
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ

の
契
約
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

の
契
約
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

数

４
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙

数

４
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

（１）

（１）

区
選
挙
に
あ
つ
て
は
８
）

に
あ
つ
て
は
８
）

（
略
）

（
略
）

（２）

（２）
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そ
の
三

そ
の
三

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

１
～
３
（
略
）

１
～
３
（
略
）

４

１
人
の
候
補
者
を
通
じ
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ

４

１
人
の
候
補
者
を
通
じ
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ

の
契
約
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

の
契
約
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

数

５
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は

）

数

５

（１）

10

（１）

（
略
）

（
略
）

（２）

（２）




